
学務課事務支援員（会計年度任用職員）の募集について 

 

 江東区教育委員会事務局学務課では、会計年度任用職員を次のとおり募集し

ます。 

 

募集人数 １名 

勤務場所 
江東区教育委員会事務局学務課（江東区役所６階） 

※ 勤務場所に変更なし 

職務内容 

一般事務の補助（資料整理、書類作成、文書接受、電話相対、

コピー等） 

※ 職務内容に変更なし 

求められる 

能力 
基本的なパソコンスキル（Word、Excel）  

任  期 

令和７年１１月４日から令和８年３月３１日まで 

※ 原則として、採用後１ヵ月間は、条件付採用期間となります。 

※ 現在のところ、任期の更新は予定していません。 

勤務日数 週４日（土・日・祝日・年末年始を除く） 

勤務時間 

９時３０分から１６時３０分 

（休憩時間は、１２時００分から１３時００分） 

※ 所定勤務時間を超える勤務：なし 

休  暇 
江東区会計年度任用職員の勤務時間・休日・休暇等に関する 

規則に定めるところによる。 

報  酬 

１時間あたり１，３４１円（令和７年４月現在） 

※ 上記のほか通勤手当相当（上限５５，０００円／月）の報酬あり 

※ 特別区人事委員会勧告等の状況により変更が生じる場合があります。 

加入保険 健康保険、厚生年金保険、雇用保険 

応募方法 

会計年度任用職員申込書（カラー写真貼付）に必要事項を記入

の上、令和７年１０月２１日（必着）までに、持参または郵送

願います。 

選  考 

選 考 日：応募受付後、申込者と相談のうえ決定します。 

選考場所：応募受付後お知らせします。（江東区役所内） 

選考方法：書類審査・面談 



 

注意事項 

地方公務員法第１６条に該当する以下の方は応募できません。 

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受

けることがなくなるまでの者 

(2) 江東区職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経

過しない者 

(3) 人事委員会又は公平委員会の職にあって、第６０条から第６３条まで

に規定する罪を犯し刑に処せられた者 

(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した

政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は

これに加入した者 

申込み・ 

問い合わせ先 

〒１３５－８３８３ 

江東区東陽４－１１－２８ 江東区役所 

学務課学事係 喜多（TEL ０３－３６４７－９１７４） 

 


